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愛知県健康福祉部長
（公印省略）
社会福祉施設等における新型インフルエンザに係る今後のクラスター

（集団発生）サーベイランスの協力について（依頼）

社会福祉施設等における新型インフルエンザに係るクラスター（集団発生）サーベイランスの協力については、平成２１年６月３０日付けで厚生労働省から事務連絡があり、平成２１年７月１日付け２１地福第４２９号「社会福祉施設等における新型インフルエンザに係るクラスター（集団発生）サーベイランスの協力について」　（以下「７月１日付け依頼」という。）において民間社会福祉施設等設置者等へ依頼したところですが、平成２１年７月２７日付けで厚生労働省から、社会福祉施設等における新型インフルエンザに係る今後のクラスター（集団発生）サーベイランスの協力について、事務連絡がありました。

今回の事務連絡は、先の「７月１日付け依頼」において示したサーベイランスの運用を平成２１年７月２４日から開始したというものであり、民間社会福祉施設等設置者等へ対して、今後、下記のとおり対応していただくよう依頼しました。
なお、社会福祉施設等における対応については、先の「７月１日付け依頼」において示した内容からの変更はありません。
また、保育所を除く民間社会福祉施設については別途依頼しましたが、管内の保育所（認可外保育施設を含む）、児童館、放課後児童クラブ、地域密着型介護施設、障害者小規模授産施設・小規模作業所等にもこの旨ご周知くださるようお願いします。併せて、貴市町村立の社会福祉施設等についても、今回の依頼に基づき、適切に対応していただくようお願いします。
記

社会福祉施設等の施設長等は、入所者、利用者、職員等においてインフルエンザ様症状を有する者の発生後７日以内に、その者を含め２名以上が、医師の診察を受けたうえで新型インフルエンザの感染を強く疑われた場合、保健所に連絡する。
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